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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２２年７月１７日 １９時００分ごろ～２１時５０分ごろの

間） 

発生場所 不明（北海道浦河
うらかわ

町東栄
とうえい

漁港～東栄港南防波堤灯台から真方位１５４°

２.１海里（Ｍ）付近の間） 

事故調査の経過 平成２２年７月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第１２ 春
しゅん

洋
よう

丸、０.８トン 

ＨＫ３－１１３０３５（漁船登録番号）、個人所有 

６.７７ｍ（Lr）×１.６２ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、漁船法馬力数３０、平成４年５月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５９年５月２５日 

免許証交付日 平成２０年１１月１３日 

（平成２６年５月２４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、平成２２年７月１７日１９時００分ご

ろ、刺網漁のために東栄漁港を出港し、同港南西方沖の漁場へ向かった。 

僚船の船長は、本船が出港する際の様子がおかしいことから不審に思

い、僚船仲間及び漁業協同組合担当者に相談するとともに、僚船仲間と共

に本船の後を追って東栄漁港を出港し、本船を捜索したが発見できないま

ま帰港した。 

漁業協同組合担当者は、本船が帰港しないことから、２１時２６分ご

ろ、海上保安署へ通報し、救難所所属船を捜索に当たらせた。 

救難所所属船は、東栄漁港南南東方沖を捜索中、２１時５０分ごろ、東

栄港南防波堤灯台から真方位１５４°２.１Ｍ付近において、機関が後進状

態で停止し、無人で漂流している本船を発見した。 

僚船、海上保安庁の航空機及び巡視船による捜索が行われたが、船長は

発見されず、行方不明となり、のちに死亡認定により除籍された。 

 気象・海象 気象：天気 濃霧、風向 東～南、風力 １、視界 不良 

海象：水温 約１７℃ 
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浦河町に濃霧注意報が発表されていた。 

 その他の事項 本船は、刺網漁を行う際、０４時００分～０５時００分ごろに出港して

１時間程度で帰港していたが、本事故時は、ふだんと異なる時間帯に出港

した。 

本船は、ふだん刺網の投網作業を行う際、機関を後進とし、船首部から

投網していた。 

救命胴衣は、船外機付近に残されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

船長は、落水して行方不明となり、後日、死亡

認定された。 

本船は、１９時００分ごろ東栄漁港を出港し、

２１時５０分ごろ同港南南東方沖において機関が

後進状態で停止し、無人で漂泊しているところを

発見されたことから、この間において、船長が落

水したものと考えられるが、落水した状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が東栄漁港を出港後、船長が落水したことにより発生し

たものと考えられる。 

 




